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1. 発災時における対応

（１）令和５年５月石川県能登地方を震源とする地震

（２）令和５年梅雨前線による大雨及び台風第２号

2. 平時における取り組み 

（１）災害廃棄物発生量推計式の見直し

（技術資料14-2）

（２）災害廃棄物に関するガイドライン等の作成
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１．発災時における対応
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（１）令和５年５月石川県能登
地方を震源とする地震
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災害をもたらした気象の概況

■５月５日14時42分に石川県能登地方の深さ12㎞（暫定値）を震源とするマグニチュード6.5（暫
定値）の地震が発生し、石川県の珠洲市(すずし)で震度６強を観測したほか、東北地方から中国・
四国地方にかけて震度５強～１を観測。

■５月５日21時58分に石川県能登地方の深さ14㎞（暫定値）を震源とするマグニチュード5.9（暫
定値）の地震が発生し、石川県の珠洲市(すずし)で震度５強を観測したほか、東北地方から四国地
方にかけて震度５弱～１を観測

令和５年５月５日の石川県能登地方の地震

出典：気象庁資料
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令和５年５月石川県能登地方を震源とする地震における住家の被害状況 [棟]

都道府県名 全壊 半壊
一部
破損

合計

石川県 30 169 535 734

※出典：総務省消防庁情報（令和５年６月７日時点）

正院町 民家の塀の崩壊
環境省撮影 （令和５年５月６日）

正院町 民家の屋根の崩壊
環境省撮影 （令和５年５月６日）
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令和５年５月石川県能登地方を震源とする地震における災害廃棄物の状況

【石川県】
■県内被災地域に中部地方環境事務所及等の職員のべ21名・日派遣。
※派遣先市町村：石川県（珠洲市、能登町）

３月24日

珠洲市営野球場駐車場仮置場

５月９日 環境省撮影

能登町 奥能登クリーンセンター

５月20日 環境省撮影

珠洲市 ジャンボリー跡地仮置場

５月20日 環境省撮影

出典：国土地理院ウェブサイト
https://www.jma.go.jp/bosai/map.html#9/37.304/136.88/&contents=estimated_intensity_map



8

令和５年５月石川県能登地方を震源とする地震における環境省の災害廃棄物調査状況

能登町 クリーンセンターへの搬入状況確認
環境省撮影（令和５年５月20日）

珠洲市 仮置場への搬入状況確認
環境省撮影 （令和５年５月９日）

珠洲市 仮置場への搬入状況確認
環境省撮影 （令和５年５月20日）

珠洲市役所 対策本部打合せ
環境省撮影 （令和５年５月20日）
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（２）令和５年梅雨前線による大雨
及び台風第２号
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災害をもたらした気象の概況

６月１日から３日の前線による大雨

出典：気象庁資料

■梅雨前線が6月1日から3日午前中にかけて本州付近に停滞した。前線に向かって台風第2号周辺
の非常に暖かく湿った空気が流れ込んだため、2日には前線の活動が活発になった。 西日本から
東日本の太平洋側を中心に大雨となり、高知県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県、静岡県で
は線状降水帯が発生した。1時間に80ミリ以上の猛烈な雨が降り、1時間降水量が観測史上1位の値
を更新した地点があった。また、降り始めからの雨量は東海地方で500ミリを超えたほか、四国地
方、近畿地方、関東地方でも400ミリを超え、平年の6月の月降水量の2倍を超えた地点があった。

降水量の期間合計値分布図（６月１日～６月３日）
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令和５年６月１日からの大雨における住家の被害状況 [棟]

都道府県名 全壊 半壊
一部
破損

床上
浸水

床下
浸水

合計

茨城県 1 326 9 31 426 793

埼玉県 790 3,203 3993

千葉県 2 3 11 16

神奈川県 10 10

長野県 4 10 14

岐阜県 23 23

静岡県 6 9 16 160 431 622

愛知県 3 125 9 359 622 1,118

三重県 1 6 37 44

大阪府 7 9 16

兵庫県 1 1

奈良県 1 1 6 4 41 53

和歌山県 5 26 13 838 1,925 2,807

愛媛県 3 3

高知県 1 10 11

鹿児島県 1 1

合計 16 487 79 2,192 6,751 9,525

※出典：消防庁（令和５年６月26日時点）
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６月１日からの大雨におけるごみ処理施設、し尿処理施設の被害状況

６月１日からの大雨によるごみ処
理施設、し尿処理施設への被害は
無し。
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令和５年６月１日からの大雨による災害廃棄物の状況

出典：国土地理院ウェブサイト
（https://maps.gsi.go.jp/vector/#5.868/35.794489/136.710629/&ls=vpale&disp=1&d=l）

※画像は全て環境省撮影

和歌山県

有田市 清掃センター仮置場

６月６日

越谷市 仮置場

６月８日

６月５日

豊川市 三田月最終処分場仮置場

愛知県

埼玉県

茨城県

海南市 別院広場駐車場仮置場

６月14日

取手市新川グラウンド 仮置場

６月12日
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令和５年６月１日からの大雨における環境省の取組（災害廃棄物）

現地支援（令和５年６月30日時点）

◼ 災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）を活用し、被災自治体への支援を実施。

茨城県常総環境センターにて
取手市の仮置き場から

搬出された災害廃棄物を確認する
環境省職員

環境省職員が現地確認を行った地域

和歌山県有田市にて
今後の方針を打ち合わせする

環境省職員

・派遣人数：のべ31名・日
・派遣期間：６月５日～
・派遣先：５県13市町
・内容：現場の状況確認及び
仮置場の開設及び適切な運
用に向けた技術的助言等

地方環境事務所
職員等現地支援

・実施期間：
６月８日、９日、22日

・実施先：
愛知県・和歌山県内市町村

※茨城県取手市は個別に説明

補助金に関する
説明会

（対面/WEB）
・派遣人数：のべ26名・日
・支援自治体：茨城県常総市、

栃木県栃木市
・支援期間：６月５日～
・支援先：茨城県取手市

災害廃棄物処理
支援員制度

（人材バンク）

茨城県取手市における
災害廃棄物仮置場を確認する

環境省職員

８月16日６月６日 ６月12日

６月12日

※画像は全て環境省撮影
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「災害廃棄物処理支援員制度（人材バンク）」について

災害廃棄物処理支援員支援実績

○令和５年６月１日からの大雨

派遣期間 被災自治体 支援自治体 支援内容

６月５～12日 茨城県取手市
茨城県常総市

（支援員５名、補佐職員６名）
仮置場の開設及び適切な運用に向けた助言、
事務支援 

６月12～14日 茨城県取手市
栃木県栃木市

（支援員1名、補佐職員１名）
仮置場の適切な運用に向けた助言及び事務
支援

取手市の支援を行う栃木市職員
※環境省撮影

取手市の支援を行う常総市職員
※環境省撮影

取手市の支援を行う常総市職員
※常総市撮影
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２．平時における取り組み
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（１）災害廃棄物発生量推計式
の見直し（技術資料14-2）
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災害廃棄物発生量推計式の
種類と推計方法
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災害廃棄物発生量推計式の概要

◼対象とする廃棄物

⑴ 災害廃棄物全体量

⑵ 片付けごみ発生量

⑶ 津波堆積物（変更なし）

◼災害の種類

⑴ 地震災害（揺れ）

⑵ 地震災害（津波）

⑶ 水害

⑷ 土砂災害

◼災害の規模（住家・非住家合計の被害棟数）

⑴ 災害廃棄物全体量 全壊棟数10棟未満 or 以上で区分

⑵ 片付けごみ発生量 被害総数1,000棟未満 or 以上で区分
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推計式の種類とその適用範囲

◼ 比較的小規模な災害は建物の被害棟数によらず「一定量」を見込む
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災害廃棄物全体量Ｙ 推計式【１】の基本構造

◼ 災害廃棄物全体量は解体廃棄物Ｙ１と解体廃棄物以外Ｙ２に分けて推計

◼ 解体廃棄物以外Ｙ２には片付けごみと公物等が含まれる

◼ 片付けごみと公物等を一括して推計する発生原単位ＣＰを設定

◼ 災害廃棄物全体量Ｙは住家と非住家の全壊棟数の合計が10棟未満の場合

地震災害と土砂災害は3,000トン、水害は900トンを見込む

※ＣＰとは、Clean up（片付け）、Public property（公物）のこと
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建物解体に伴い発生する災害廃棄物量Ｙ１（トン）

◼ 解体廃棄物Ｙ１は全壊建物由来と半壊建物由来に分けて推計

◼ 被害棟数に解体廃棄物発生原単位と全壊又は半壊の解体率を乗じて求める

◼ 非住家建物の床面積及び発生原単位を住家建物と同一として解体廃棄物量Ｙ１

を推計しているが、被害状況調査等により明らかに過剰であることが判明した
場合は、実態に合わせて床面積及び発生原単位を調整すること

全壊建物由来 半壊建物由来

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに
設定するなど実態に合わせて調整すること
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災害廃棄物発生原単位ａ（トン／棟）

◼ 災害廃棄物発生原単位ａは建物解体に伴い発生する災害廃棄物の発生原単位で
あるから「解体廃棄物の発生原単位」ということ

◼ 発生原単位は木造と非木造に分けて推計

◼ 床面積Ａ１、Ａ２とは延床面積のこと

◼ 木造 or 非木造建物発生原単位ａ１、ａ２は床面積ｍ
２あたりの解体廃棄物量

※床面積は都道府県別あるいは市区町村別、解体棟数の構造割合は都道府県別の
数値を代入することにより地域性を考慮

木造 非木造
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片付けごみ発生量Ｃ 推計式【２】

◼ 発災初期に当面必要となる仮置場のおおよその面積を想定

◼ 住家と非住家の被害棟数の合計に片付けごみ発生原単位を乗じて算出

◼ 片付けごみ発生量Ｃは住家と非住家の被害棟数の合計が1,000棟未満の場合

地震災害は700トン、水害と土砂災害は500トンを見込む
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津波堆積物発生量Ｔ 推計式【３】（変更なし）

◼ 津波堆積物は災害廃棄物全体量には含まれない

◼ 津波浸水面積に津波堆積物発生原単位を乗じて算出

◼ 技術資料で災害廃棄物（あるいは災害廃棄物全体量）と津波堆積物は

同じ記号Ｙを使っているが、誤解を避けるため本資料ではＴとした
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推計式の種類とその適用範囲［再掲］

◼ 比較的小規模な災害は建物の被害棟数によらず「一定量」を見込む
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（２）災害廃棄物に関するガイ
ドライン等の作成
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災害廃棄物に関して作成したガイドライン等

①災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き
②災害廃棄物処理体制と業務（リーフレット）
③災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン

※①～③の資料リンク先
http://kouikishori.env.go.jp/guidance/

④災害廃棄物対策グッドプラクティス集

※④の資料リンク先
http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/municipal_measures/

http://kouikishori.env.go.jp/guidance/
http://kouikishori.env.go.jp/strengthening_measures/municipal_measures/
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災害廃棄物の発生が復旧・復興を妨げることを極力防ぐため、発災後約
3週間における初動対応について整理した手引き

①災害時の一般廃棄物処理に関する初動対応の手引き

動画版資料版
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②災害廃棄物処理体制と業務（リーフレット）

①

平時から特に確認すべき事項を記載

①処理体制
②災害支援協定
③仮置場・処理施設の位置
④災害廃棄物処理業務（全体像）

②

③
④
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③災害廃棄物処理計画策定・点検ガイドライン

③

⑤

①「チェックリスト」の内容を再掲 ⑤参考となる資料を紐付け

②具体的な点検事項を記載、下線部は特に重要な事項 ⑥グッドプラクティス…取り組みが進んでおり参考としたい事例

③確認事項以外でも大事なことは「補足」として記載 ⑦バッドプラクティス…過去の災害で実際に起きた、良くない事例

④処理計画における具体的な記載例

①

②

④

⑥

⑦
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④災害廃棄物対策グッドプラクティス集

環境省が実施したモデル事業が災害廃棄物の迅速な処理に寄与した事例を整理

①

①モデル事業内容
②被災時発揮
効果内容
③処理計画や
対応状況に関す
る説明

②

③
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ご静聴いただき、
ありがとうございました。
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災害廃棄物発生量推計式
に用いる各係数
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推計式【１】災害廃棄物全体量の推計に用いる各係数

◼ 解体廃棄物量を推計するためａ１ａ２Ａ１Ａ２ｒ１ｒ２ｂ１ｂ２の係数が必要

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど
実態に合わせて調整すること
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木造・非木造建物発生原単位ａ１ａ２（トン／ｍ２－床面積）

◼ 建物発生原単位とは、建物解体に伴い発生する災害廃棄物量（解体廃棄物量）
を木造と非木造の構造別に示したもの

◼ 単位は「トン／ｍ２」で床面積１ｍ２あたりの解体廃棄物量

◼ 災害の種類や地域によらず木造は0.5トン／ｍ２、非木造は1.2トン／ｍ２

◼ 基礎を含んだ主に住家の建物重量データを元に設定

◼ 非住家の建物発生原単位を住家と同一として解体廃棄物量を推計しているが、
被害状況調査等により明らかに過剰であることが判明した場合は実態に合わせ
て調整すること

◼ 浸水被害にあった建物はカビ発生防止のため発災初期に建物の壁・床等を撤去
して乾燥することがあるが、このような建物の一部であっても建物解体に伴わ
ないで発生する災害廃棄物は建物発生原単位に含まれない
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ 床面積とは、市区町村別あるいは都道府県別に家屋（住家と非住家の合計）の
総延床面積を総棟数で除した数値

◼ 単位は「ｍ２／棟」で家屋１棟あたりの延床面積

◼ 災害廃棄物全体量を推計する時に市区町村等が各自で算出

◼ 総務省公表の「固定資産の価格等の概要調書」では市区町村別あるいは都道府
県別に家屋の総延床面積と総棟数が木造と非木造（木造以外）の構造別に示さ
れている

◼ 総延床面積と総棟数には空き家が含まれている

◼ 総務省公表の「固定資産の価格等の概要調書」は毎年６月更新
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ ブラウザで「地方税に関する統計等」を検索

◼ 総務省 地方税に関する統計等をクリック

GoogleおよびGoogleロゴは、Google LLCの商標です。



39

木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ 総務省ＨＰが表示されたら画面を中断までスクロール
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ 最新の固定資産の価格等の概要調書をクリック
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ 固定資産の価格等の概要調書が表示されたら画面を一番下までスクロール
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ 都道府県別表と市町村別内訳が表示される

◼ 市町村別内訳のⅡ．家屋 ２．総括表をクリック
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ Ｆ列が総棟数（棟）、Ｇ列が総延床面積（ｍ２）

◼ Ｄ列の木造・総数を木造、木造以外・総数を非木造のデータとして入手
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ フィルター機能でＣ列 珠洲市、Ｄ列 木造・総数と木造以外・総数を抽出し、
災害廃棄物全体量を推計する市区町村の総棟数と総延床面積データを入手

◼木造床面積Ａ１を算出

2,156,780 ｍ２ ／ 25,403 棟 ＝ 84.9（ｍ２／棟）

◼非木造床面積Ａ２を算出

274,982 ｍ２ ／ 1,634 棟 ＝ 168.3（ｍ２／棟）

◼ 他の都道府県、市区町村も同様の手順で床面積を算出

◼ 被害状況調査等により解体する建物の延床面積が明らかな場合は実態に合わせ
て調整すること
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木造・非木造床面積Ａ１Ａ２（ｍ２／棟）

◼ 画面上部の＞固定資産の価格等の概要調書をクリックしても令和２年以降の

メニューリストが表示されないので要注意



46

木造・非木造解体棟数の構造割合ｒ１ｒ２（－）

◼ 解体棟数の構造割合とは、解体する建物棟数の木造と非木造の割合

◼ 木造ｒ１＋非木造ｒ２＝１であり、式に代入する数値は小数

◼ 技術資料P6（表６）はパーセント表記になっているので注意

◼ 全国一律震度６強の地震（揺れ）の条件で都道府県別に全壊と半壊の木造と
非木造の被害棟数を求めて、建物解体率（全壊75％、半壊25％）を乗じた
解体棟数の木造と非木造の割合

◼ 地震（揺れ）以外の災害にも同じ数値を適用

◼ 建物は常にどこかで建て替えられていること、また、新たなフラジリティ曲線
（被害率曲線）が公開されたり、解体率が更新されることが考えられるため、
適切なタイミングで再計算により割合を見直すことが必要

◼ 被害状況調査等により解体する建物の木造と非木造の割合が明らかな場合は
実態に合わせて調整すること
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木造・非木造解体棟数の構造割合ｒ１ｒ２（－）
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木造・非木造解体棟数の構造割合ｒ１ｒ２（－）
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全壊・半壊建物解体率ｂ１ｂ２（－）

◼ 解体率とは、全壊又は半壊の被害を受けた住家と非住家建物のうち、公費解体
される棟数の比率（公費解体には費用償還含む）

◼ 地震（揺れ）のケースでは、全壊の被害を受けた建物のうち75％、半壊の被
害を受けた建物のうち25％が公費解体されるということ

◼ 被害状況調査等により解体棟数が明らかな場合は実態に合わせて調整すること
特に市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロ
に設定するなど実態に合わせて調整すること

◼ 竜巻、突風、大雪等の推計にあたっては水害の解体率で代用することを推奨す
るが、推計値が過大になる傾向があるので注意のこと

※片付けごみ及び公物等量発生原単位ＣＰ、片付けごみ発生原単位ｃも同様

※市町村が半壊建物の解体廃棄物を処理しない場合は半壊建物解体率をゼロに設定するなど
実態に合わせて調整すること
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片付けごみ及び公物等量発生原単位ＣＰ（トン／棟）

◼ 片付けごみ及び公物等量発生原単位とは、建物解体以外に発生する災害廃棄物
量を求めるために設定した原単位

◼ 原単位に住家と非住家の全壊棟数の合計を乗じて推計

◼ 解体廃棄物以外の災害廃棄物が全て含まれる

但し、災害等廃棄物処理事業費補助金の対象物に限る

◼ 地震災害（津波）の津波堆積物や土砂災害の土砂・流木等をどの程度環境省の
災害等廃棄物処理事業費補助金で処理するのかによって大きく影響を受ける、
また土砂・流木の発生量を土砂流出面積等から推計することが考えられるため
被害状況調査等により公物等量が明らかな場合は実態に合わせて調整すること

◼ 推計式【２】の片付けごみ発生量Ｃより推計式【１】の片付けごみ及び公物等
量Ｙ２が小さくなることがある

※ＣＰとは、Clean up（片付け）、Public property（公物）のこと
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推計式【２】片付けごみ発生原単位ｃ（トン／棟）

◼ 片付けごみ発生原単位とは、発災初期に当面必要となる仮置場面積を検討する
ことを主目的に設定

◼ 単位は「トン／棟」で被害総数１棟あたりの片付けごみ発生量

◼ 地震災害（揺れ・津波）は2.5トン／棟、水害・土砂災害は1.7トン／棟

◼ 原単位に住家と非住家の被害棟数の合計を乗じて推計

◼ 被害状況調査等により片付けごみ量が明らかな場合は実態に合わせて調整する
こと

◼ 推計式【１】のＹ２片付けごみ及び公物等量より推計式【２】の片付けごみ発
生量Ｃが大きくなることがある

◼ また、推計式【１】のＹ災害廃棄物全体量より推計式【２】の片付けごみ発生
量Ｃが大きくなることがあるので、その場合は全体量が上振れする可能性を念
頭に片付けごみ発生量Ｃも参考にする
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推計式【３】津波堆積物発生原単位ｈ（トン／ｍ２）変更なし

◼ 津波堆積物発生原単位とは、津波を伴う地震災害時に津波堆積物発生量を推計
するために設定

◼ 単位は「トン／ｍ２」で津波浸水面積１ｍ２あたりの津波堆積物発生量

◼ 津波堆積物は災害廃棄物全体量には含まれない

◼ 津波浸水面積に津波堆積物発生原単位を乗じて推計

◼ 東日本大震災時の宮城県と岩手県の実績データを基に設定

◼ 宮城県と岩手県の原単位にはほとんど差がないが、通常は両県の平均値である
「0.024トン／ｍ２」を使うこととしている

◼ 津波浸水面積は国土地理院が公表する数値等を参考に設定

◼ 津波を伴う地震災害の実績データは東日本大震災のデータのみ
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災害廃棄物発生量推計式
に用いる被害棟数
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市区町村が把握している被害棟数

◼ 住家被害５区分、非住家被害２区分の計７区分の被害棟数

◼ 非住家被害を住家被害と同じ５区分で把握しているところがある

Ｘ１ Ｘ３ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７

全壊Ｘ２半壊Ｘ４
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非住家被害（棟）について

◼ 非住家被害は全壊又は半壊の被害を受けた建物の棟数

◼ 住家以外の建物

◼ 倉庫、土蔵、車庫等の建物が含まれる

◼ 住家被害の全壊と半壊の比率を参考に非住家被害棟数を全壊と半壊に按分して
災害廃棄物発生量推計式に代入

◼ 被害状況調査等により非住家被害の全壊棟数と半壊棟数が明らかな場合は実態
に合わせて調整すること

出典：消防庁「災害報告取扱要領」
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非住家被害棟数を全壊と半壊に按分する方法

◼ 石川県能登地方を震源とする地震における珠洲市の例

◼ 非住家被害の全壊棟数

非住家被害 62棟 × 16 ／（16＋15）＝ 32棟

◼ 非住家被害の半壊棟数

非住家被害 62棟 － 32棟 ＝ 30棟

◼ 推計式【１】Ｘ２非住家全壊 32棟、Ｘ４非住家半壊 30棟

◼ 住家被害の全壊と半壊がいずれもゼロで按分が難しい場合は非住家被害を半壊
とすることを推奨する
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被害棟数把握進捗率
を考慮した被害棟数
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被害棟数把握進捗率

◼ 被害棟数把握進捗率とは、最終的な建物の被害棟数に対し、現時点（災害廃棄
物発生量を推計する時点）で把握できている被害棟数の割合

◼ 住家と非住家では被害棟数把握進捗率に差が出る可能性があるので、住家と非
住家別々に進捗率を設定することが望ましい

◼ 災害廃棄物発生量推計式に代入する被害棟数は推計する時点の被害棟数ではな
く、最終的な被害棟数を推定して代入することが肝要

◼ 石川県能登地方を震源とする地震における珠洲市の例では、発災３日後と10
日後で住家被害が２倍、非住家被害は空欄であったのが62棟に増加

◼ 進捗率は被害棟数の調査状況を一番よくわかっている市区町村が設定

発災後
経過日数

３日後

10日後
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被害棟数把握進捗率の比較

◼ 災害規模等により被害棟数の把握速度に差があるため推計の際は要注意
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解体棟数把握進捗率の設定方法例

◼ 応急危険度判定結果から解体棟数把握進捗率を設定

◼ 応急危険度判定は速報性が高いため発災後早い段階で建物被害の全体像を推定
する手がかりとなる

◼ 応急危険度判定（被災建築物応急危険度判定）とは、大地震により被災した建
築物について、その後の余震等による倒壊の危険性や、外壁・窓ガラスの落下、
付属設備の転倒などの危険性を判定し、人命にかかわる二次的被害を防止

◼ 判定結果は赤（危険）・黄（要注意）・緑（調査済＝問題なし）の三段階
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